
令和３年度第１回白井市情報公開・個人情報保護審査会 

 
            日 時 令和３年７月１６日（金） 
                午前１０時 
            場 所 白井市役所東庁舎３階３０３会議室 
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オンライン結合による個人情報の提供について 

（要保護児童等に関する情報共有システム） 

 
１ 背景・目的 

  近年に発生した児童虐待の事案では、転居した際の自治体間の引き継ぎや、児童

相談所と市町村の情報共有が不十分であったことが課題として挙げられている。 
  そのため、令和２年度に国において、自治体間及び児童相談所・市町村間におい

て情報共有を行うことができる新たな仕組みをつくるため、全国統一のオンライン

システムである「要保護児童等に関する情報共有システム」の構築が進められた。 
  本市においては、令和３年度中の導入を検討しているところである。 
 

２ システムの主な概要 

 ①ケースの登録・管理（児童相談所⇔市町村） 

  全国共通フォーマットによりケース記録を登録、関係自治体へ自動共有が可能 

   ※登録できる情報は必須項目と任意項目に分かれている。 

 ②自治体間の情報共有 

  ・児童や保護者の氏名等による全国のケース記録の検索が可能 

  ・転出先の自治体に対するケース記録の情報提供が可能 
 

３ 関係法令（根拠規定） 

  児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 第 25 条の 2 
  児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号） 第 13 条の 4 
 

４ 本市の対応方針 

  既に児童相談所と情報共有を行っている一部ケースの必須項目（※）のみを登録 
     ※必須項目…児童氏名、性別、生年月日、年齢、住所、保護者氏名、担当者名 等 
 

  →他のケース、任意項目等の登録は、関係自治体の動向を注視しながら段階的に

移行することとする。 
 

５ オンライン結合の基準の適否 

（１）必要性に関する基準 
   全国の自治体との的確な情報共有、児童相談所との間における迅速な情報共有

を行うことにより、児童虐待の予防体制の強化が期待される。 
（２）相手方が講じる措置に関する基準 

  ・本システムは、国及び地方公共団体以外の外部からの接続が遮断された行政専

用のネットワーク回線（ＬＧＷＡＮ回線）を使用しており、高度なセキュリテ

ィ環境を確保している。 

  ・システム上で行った操作の履歴や、他の自治体による閲覧履歴を記録し、確認

することが可能となっている。 

  ・情報の提供先は、児童相談所及び全国の自治体に限定されており、本市と同様、



 R3.7.16 情報公開・個人情報保護審査会  

2 
 

各団体において関係法令（個人情報保護条例を含む。）等を遵守する体制が当

然構築されているものと思われる。 
  ・直轄の児童相談所以外の団体が検索・閲覧できる情報は、閲覧制限により、  

登録した児童の ①氏名 ②性別 ③生年月日 ④保護者の氏名 に限定されてい

る。 
（３）実施機関が講ずる技術的な措置に関する基準 

  ・システムを利用できる端末（専用端末、ネット接続なし）は１台のみとし、Ｉ

Ｄ・パスワードを保有する職員も限定することとする。 
  ・その他技術的な措置（障害の復旧、データのバックアップ等）は、厚労省にお

いて策定したシステムの仕様において担保されていることが確認できている。 
 
 
（参考資料） 
 ・関係法令（抜粋） 
 ・厚生労働省資料「要保護児童等に関する情報共有システムの概要」 
 ・厚生労働省通知（①令和２年２月２１日付 ②令和３年３月２６日付） 
 ・白井市個人情報オンライン結合の基準 



 
 

（参考）関係法令抜粋 

 
◆白井市個人情報保護条例（平成 13 年条例第 15 号） 
 

（利用及び提供の制限） 
第 8 条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の目的以外の目的のために保有個人情

報（保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関の内部に

おいて利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の

各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 
 (1) 法令等に定めがあるとき。 
 (2) 本人の同意があるとき。 
 (3) 出版、報道等により公にされているとき。 
 (4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認めら

れるとき。 
 (5) 国、他の地方公共団体その他の公共団体(以下「国等」という。)に提供する場

合であって、提供を受けるものの所掌する事務の遂行に当該保有個人情報が必要

不可欠であり、かつ、当該保有個人情報を使用することにやむを得ない理由があ

ると認められるとき。 
 (6) 公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、審査会の意見を聴いた上で利用

し、又は提供するとき。 
 

（実施機関以外のものに対する提供の制限） 
第 9 条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外のものに提供する場合において必

要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該保有個人情報について、

その使用目的若しくは使用方法の制限その他必要な制限を付し、又はその適正な取

扱いについて必要な措置を講ずることを求めるものとする。 
2 実施機関は、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人情報の保護のた

めに必要な措置が講じられていると認められる場合でなければ、通信回線による電

子計算機その他の情報機器の結合（保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手

し得る状態にするものに限る。以下「オンライン結合」という。）により、保有個人

情報を実施機関以外のものに提供してはならない。 
3 実施機関は、オンライン結合により個人情報を実施機関以外のものに提供しよう

とするときは、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変

更しようとするときも、同様とする。 
 
 
  



 
 

◆児童福祉法（昭和 22 年法律第 164 号） 
 

第 25 条の 2 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童（第三十一条第四項

に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者（次項において「延

長者等」という。）を含む。次項において同じ。）の適切な保護又は要支援児童若し

くは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関

連する職務に従事する者その他の関係者（以下「関係機関等」という。）により構成

される要保護児童対策地域協議会（以下「協議会」という。）を置くように努めなけ

ればならない。 

② 協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者（延長者等の親権を行

う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者を含む。）又は特定妊

婦（以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。）に関する情報その

他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図

るために必要な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に

関する協議を行うものとする。 

③～⑧ （略） 
 

 

◆児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号） 

(資料又は情報の提供) 

第 13 条の 4 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童

の医療、福祉又は教育に関係する機関(地方公共団体の機関を除く。)並びに医師、

歯科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児

童の医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設

置する福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者

の心身の状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該

児童、その保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、

当該資料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又

は児童相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で

利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することがで

きる。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係

る児童、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでない。 

















 

白井市個人情報オンライン結合の基準 

 

第１ 趣旨 

この基準は、白井市個人情報保護条例（平成１３年条例第１５号。以下「条例」とい

う。）第９条第２項の規定により、オンライン結合による個人情報の提供を行う場合に

講じなければならない個人情報を保護するための措置等に関する事項について定める

ものとする。 

第２ 定義 

オンライン結合とは、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合により、実

施機関の保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものを

いう。 

第３ 条例の遵守 

オンライン結合による個人情報の提供に当たっては、条例の各条項の規定に適合する

ものでなければならない。 

第４ オンライン結合により提供する場合の措置に関する基準 

オンライン結合による個人情報の提供を行う場合には、次の基準を満たさなければな

らない。 

１ 必要性に関する基準 

オンライン結合を行うことによって市民サービスの向上、住民負担の軽減等オンライ

ン結合を行う公益上の必要その他相当の理由が認められること。 

２ 相手方が講ずる措置に関する基準 

オンライン結合による個人情報の提供を受ける実施機関以外のもの（以下「相手方」

という。）が、個人情報を保護するため、次のような措置が講じられていると認められ

ること。 

(1) 全般的な措置に関する項目 

相手方に次のような個人情報の保護に関する定めがあること。 

なお、定めがない場合には、当該オンライン結合により提供される個人情報につい

て、次の事項を明記した覚書等を取り交わすことができること。 

ア 目的外利用の原則禁止 

イ 外部提供の原則禁止 

ウ 個人情報を取り扱う職員の責務 

工 不要となった個人情報の確実な廃棄 

オ その他個人情報の保護のために必要な措置 

(2) 管理的な措置に関する項目 

ア 電子計算機の管理について、次のような措置が講じられていると認められること。 

(ｧ) 電子計算機処理の管理責任者が定められていること。 

(ｲ) 電子計算機の使用状況を監視でき、及び記録されていること。 

イ 個人情報ファイルヘの不当なアクセスを防止するため、次のような措置が講じら

れていると認められること。 

(ｧ) 個人情報ファイルへのアクセスの資格が定められていること。 

(ｨ) アクセスの資格を確認するためのパスワード、ＩＤカード等が不正に使用さ

れることがないよう次のような措置がとられていると認められること。 

ａ パスワード、ＩＤカード等の管理者が指定されていること。 

ｂ 依頼、承認及びＩＤカード等の発行の手続が明確にされていること。 

ｃ アクセス有資格者が資格を失ったときは、直ちにその資格を抹消できること。 



 

ｄ パスワードを他人に知られ、又はＩＤカードを紛失する等の事故があったと

きは、直ちにそれらを無効とする手続を定めていること。 

ｅ その他パスワードについては、次のような措置がとられていると認められる

こと。 

(a) 適宜変更し、かつ、推測が困難なものとなっていること。 

(b) 他人に教えないよう徹底されていること。 

(c) 書き留めておかないよう徹底されていること。 

３ 実施機関が講ずる技術的な措置に関する基準 

実施機関は、オンライン結合を行う際に、個人情報ファイルの改ざん、滅失、き損、

漏えい等の危険を防止するため、次のような技術的な措置を講ずるものとする。 

(1) 不正アクセスの排除に関する項目 

個人情報ファイルへの不正なアクセスを排除するため、次のような措置を講ずるも

のとする。 

ア 無資格者によるアクセスを制限するため原則としてパスワード、ＩＤカード等の

措置が講じられたシステムとする。 

イ パスワードが画面に表示されないようにする。 

ウ 通信回線は専用回線とし、公衆回線とする場合は、接続する相手方を確認する機

能を確保する。 

工 相手方のアクセスをデータの必要箇所のみに制限する機能を設ける。 

(2) 障害の予防及び回復に関する項目 

ア 障害時の個人情報ファイルの安全性を確保するため、次のような措置を講ずるも

のとする。 

(ｱ) 機器の能力及び容量を超えないように負荷状態を監視し、又は把握できる機

能を設ける。 

(ｲ) 更新が終わるまで同一の個人情報ファイルに対する他のアクセスを禁止する

機能を設ける。 

イ 障害が発生した場合、速やかにこれを回復するため、次のような措置を講ずるも

のとする。 

(ｧ) 回線の接続状況等システムの運転状況を把握する機能を設ける。 

(ｲ) 定期的にデータのバックアップ及びバックアップ時以降の更新データを保有

する等の措置を行い、障害発生時には、これらのデータをもとに速やかにシステ

ムを回復させる機能を設ける。 

第５ 協議 

オンライン結合による個人情報の提供を行おうとする実施機関の所属長は、前項の１

及び２の（１）については、主として総務課長と協議し、前項の２の（２）及び３につ

いては、主として企画政策課長と協議するものとする。 


